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京都府教育委員会では、生徒にとって望ましい部活動の在り方や教職員の働き方改革の

実現に向けた地域スポーツ・文化芸術活動の在り方について、令和３年度から外部有識者
等による委員会を開催し、部活動の地域移行に係る方策を検討しています。 
 今回、令和７年度第１回委員会を次のとおり開催します。 
 
１ 日時・場所等 
   日 時  令和７年７月16日(水)  0午前10時から正午まで 
   場 所  京都府庁福利厚生センター３階 第１会議室 
          〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 
   内 容  ・令和６年度の概要報告について 
        ・令和７年度の事業計画について 
        ・府内の状況について 
        ・国の最終とりまとめ及び京都府学校部活動及び地域クラブ活動推進指

針の見直しについて 
        ・意見交流 
         
２ 傍聴等 
  委員会は公開で行います。傍聴を希望される場合は、開始15分前までに会場にお越
しください。傍聴定員は５名（先着順）とします。 

  また、会議の概要は府教育委員会保健体育課のホームページにて後日公開します。 
  取材については、事前に下記担当まで御連絡願います。 
 
■委員会委員                      （50音順・敬称略） 
 

氏  名 役  職  等 

上田 将太 公益財団法人京都府スポーツ協会事務局主任 

柏木 佳久 京都府立桂高等学校校長 

川合 英之 京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会幹事長 

阪口 靖敬 舞鶴市立加佐中学校校長 

田中 功一 京都府 PTA 協議会会長 

中村 裕予 京都府スポーツ推進委員協議会 

長積  仁 立命館大学スポーツ健康科学部教授 

林  晃 京都府吹奏楽連盟理事長 

廣田 康男 
京都府市町村教育委員会連合会教育長部会世話人 
（福知山市教育長） 

 
 
 
 

担
当 

指導部保健体育課 
白岩総括指導主事兼係長（学校体育係） 
（075）414-5875 

令和７年度  
第１回「京都府地域クラブ活動推進検討委員会」を開催 

 
 



 

令和７年度第１回京都府地域クラブ活動推進検討委員会 開催要項 

 

１ 趣  旨    地域スポーツ・文化芸術クラブ活動の在り方について、有識者等からの専門的な

助言や府民としての意見を求め、部活動の地域連携・地域移行（地域展開）に係る

方策を検討する。 

 

２ 日  時    令和７年７月16日（水）10時00分～12時00分 （受付 ９時40分） 

                      ※オンライン併用 

 

３ 場  所    京都府庁 福利厚生センター ３階 第１会議室 

          〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 

 

４ 参 加 者  (1) 委員（９名） ※50音順 

           上田 将太（公益財団法人京都府スポーツ協会事務局主任） 

           柏木 佳久（京都府立桂高等学校長） 

           川合 英之（京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会幹事長） 

           阪口 靖敬（舞鶴市立加佐中学校長） 

           田中 功一（京都府ＰＴＡ協議会会長） 

           中村 裕予（京都府スポーツ推進委員協議会） 

           長積 仁 （立命館大学スポーツ健康科学部教授） 

           林  晃 （京都府吹奏楽連盟理事長） 

           廣田 康男（京都府市町村教育委員会連合会教育長部会世話人） 

(2) 京都府教育庁（保健体育課、学校教育課、関係各課、各教育局） 

(3) 京都府文化生活部スポーツ振興課 ※オブザーバー 

 

５ 内  容  (1) 報告事項 

ア 令和６年度の概要報告について【運動部・文化部】 

イ 令和７年度事業計画について【運動部・文化部】 

ウ 府内の状況について 

エ 国の最終とりまとめ及び京都府学校部活動及び地域クラブ活動推進指針の見

直しについて 

 (2) 意見交流 



京都府地域クラブ活動推進検討委員会 傍聴要領 

 

保健体育課  

１ 傍聴する場合の手続 

 (1) 京都府地域クラブ活動推進検討委員会（以下「委員会」という。）の傍聴を希望さ

れる方は、開催予定時刻の 15分前までに、係員の指示に従って会場に入室してくださ

い。 

 (2) 傍聴の受付は、先着順に行いますので、定員になり次第受付を終了します。 

 

２ 傍聴にあたって守るべき事項 

  傍聴者は、委員会を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。 

 (1) 委員会開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意   

向等を表明しないこと。 

 (2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると

認められるものの携帯又は着用をしないこと。 

 (3) 談話をし、又は騒ぎ立てる等、委員会の妨害となるような行為をしないこと。 

 (4) 会場において飲食又は喫煙をしないこと。 

 (5) 会場において、写真撮影、録画、録音等をしないこと。ただし、事前に事務局が認め

た場合は、この限りではありません。 

 (6) その他委員会の運営に支障となる行為をしないこと。 

 

３ 会議の秩序の維持 

  会議中、委員会の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項を取 

り扱う必要が生じた場合は、委員会を途中で非公開とする場合があります。 

 

４ その他の注意事項 

 (1) 傍聴される方は、係員の指示に従ってください。 

   また、不明な点は、係員にお聞きください。 

 (2) 傍聴される方が、第１～第４(1)のことを守られない場合は、退場していただくこと

があります。 

 


